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《飯田地区の人口》  
人 口  １６８３（＋５） 

   男性  ８５３（＋５） 
   女性  ８３０（±０）  
世帯数   ８３０（＋１０）  

（令和４年７月末現在）  

（８月号） 
 

発行：令和４年８月１７日 

２０２２年 
  

８月は 大分県「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」です 
 
１９６５（昭和４０）年８月に、同和問題（部落差別）の解決が国

の責務であり、国民的課題であるとした「同和対策審議会答申」が出
されました。大分県では、この答申が出された８月を「部落差別等あ
らゆる不当な差別をなくす運動月間」と定めており、県下各地で人権
教育・啓発の取り組みがなされています。 
あらゆる差別をなくし、一人ひとりの「人権」を尊重することは、

日頃から心がけて行かなければなりません。しかし、現実の社会で
は、出身地などを理由に結婚に反対されたり、インターネット上に個
人の名誉やプライバシーを侵害するような誹謗中傷が書き込まれる
など、今でも苦しんでいる人が多くいます。 

 

 

人権は、子ども、女性、高齢者、部落差別、コロナいじめ、障害のある人、外国人、LGBT など
の課題もあります。一人ひとりの人権を尊重するまちづくりの実現を目指すために、人権啓発活動               
に取り組んでいきましょう！                                 

 

お宝探検隊 川の生きもの調べのあとは、筏（いかだ）で川下り‼ 

 

 第２回のお宝探検隊は、７月２８日（木）豊後渡

しの湯坪川で川の生き物調べと筏で川下り、そして

水切りで楽しく活動することができました。 

 川の生き物調べでは、十数種類の生き物を見つけ

ることができ、名前や生態など自然学校の阿部さん

から説明を受けました。川下りは、竹で作った筏に

乗り、何度も川を下って楽しみました。水切りは、

平べったい石を見つけ、水面へ向かって思いっきり

石を投げました。さて、何段跳ねたかな。      
 

飯田小学校４・５・６年生がオオハンゴンソウを駆除 ❕ 

 ７月１２日（火）午前９時３０分より、飯田小

学校４・５・６年生がやまなみハイウェイ沿いの

特定外来生物オオハンゴンソウの駆除活動を行

ないました。 

 これには、九重の自然を守る会の皆さんが協力

し、８袋 30kg の花芽を摘むことができました。 

 子どもたちは、この活動が飯田の自然を守るこ

とにつながることを知り、「来年もやりたい」と

言っていました。                       
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環境部会が「オオハンゴンソウ」の駆除活動をしました !! 
 
 ７月２４日（日）午前９時から、環境部会の

皆さんが、笹ヶ台別荘入口の道路の向かい側に

群生する特定外来生物「オオハンゴンソウ」を

駆除しました。今回（夏期）は、群生の範囲が

広がらないように、また、埋土種子をつくらな

いように花芽摘みをしました。 

 次回は、少し涼しくなる秋に、根絶を目的に

抜根作業をしたいと思います。 

 活動は６年目になりますが、かなり少なくな

ったように感じます。撲滅までには、まだまだ

息の長い活動が必要です。ぜひご協力を！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
５人で１０袋３０kg の駆除ができました 

   

～ 旧暦のある暮らし ～ 
  

 

 二百十日（にひゃくとおか）  
 
二百十日は雑節のひとつで、立春（今年は二

月四日）から数えて二百十日目。台風がやって

くる日とされています。八朔や二百二十日とと

もに、嵐の来る農家の三大厄日。稲の収穫のこ

ろに台風が来ては大変と、暦は注意を呼びかけ

ます。新暦では九月一日（今年の場合）。富山市

のおわら風の盆など、各地で作物の無事を祈る

風鎮めの祭りが行われます。 
 

 野 分（のわき） 
 
 野を分け、草木を吹き分ける荒々しい風が、

野分。台風などに伴う暴風のことをいいます。

台風の吹き荒れるようすが枕草子に記され、源

氏物語第二十八帖の巻名となるなど、古い時代

には台風のことを野分と呼んでいました。 
 

 
「処暑」〔新暦では、８月２３日～９月６日頃〕 
 
処暑とは、暑さが少しやわらぐころのこと。 

朝の風や夜の虫の声に、秋の気配が漂い出し 

ます。 
 

初候）綿
わたの

柎
はなしべ

開
ひら

く  〔新暦 8 月 23 日～27 日頃〕 

綿の実を包む萼が開くころ。 

種を包む、綿毛をほぐし、綿の糸を紡ぎます。 
 

次候）天地
て ん ち

始
はじ

めて粛
さむ

し〔新暦 8 月 28 日～9 月 1 日頃〕 

 ようやく暑さが収まりはじめるころ。夏の気が

落ち着き、万物があらたまる時期とされています。 
 

末候）禾乃
こくもの

登
みの

る    〔新暦 9 月 2 日～6 日頃〕 

 田に稲が実り、穂をたらすころ。 

 禾とは、稲や粟などの穀物のことをいいます。 
  

他 者 へ の 想 像 力 
 
 「他者への想像力が枯渇するとき、差別は繁

殖します」と語るのは、社会学者の好井裕明氏。

差別は“特別な誰か”が起こす限られた社会問

題ではない、と。差別を受ける人がどれほど苦

悩し、憤り、困窮しているか－他者に対する想

像力の欠如によって、誰もが差別する可能性が

ある。それを防ぐには「『他者へのより深く豊か

で、しなやかでタフな想像力』が必要」という。 

（『他者を感じる社会学』） 

 コロナ禍の中で、感染者・医療従事者などへ

の差別や“自粛警察”と呼ばれる現象が問題と 

 

なっている。そうした行為の背景には、目に見

えないウイルスに対する恐怖や不安があると

される。だがその感情を向ける相手は、自分と

同じように毎日の生活を営む人間である。一人

一人に家族などの大切な存在があることを忘

れてはならない。 

 相手の苦境を“わがこと”として受け止めよ

うと心を砕く。目の前の一人に、とことん寄り

添い続ける。         （新聞記事より） 

 さあ、飯田地域に“心の安全地帯”を広げま

しょう。“誰も置き去りにしない”心で。 

 
 

～山に親しむ機会を得て ８月１１日は、山の日 です。山の恩恵に感謝する～ 

                                                             
２０１４年（平成２６年）に「山の日」が制定され、２０１６年（平成２８年）に施行されました。 

  




